
大阪自動車環境対策推進会議 エコドライブマーク使用規定 

 

（使用目的） 

  第１条 エコドライブマークは、大阪自動車環境対策推進会議（以下「推進会議」）が作成し、

府民や事業者のエコドライブへの意識を高めることを目的とし、エコドライブ実践活動を促

進するために使用する。 

 

（使用者） 

  第２条 推進会議は前項の目的を達成するため、下記に該当する者（以下「使用者」）に対して

エコドライブマークの使用を認める。 

(1) 府内市町村及び大阪自動車環境対策推進会議構成機関 

(2) おおさか交通エコチャレンジ宣言事業者 

(3) その他、推進会議が使用を認めたもの 

 

（用途） 

  第３条 使用者に対して、次の用途に限ってエコドライブマークの使用を認める。ただし、使

用者の商品等に対する使用はこれを認めない。 

   (1) パンフレット、リーフレット等の広報物や名刺等の紙媒体への掲載 

   (2) ウェブサイトへの掲載 

   (3) 社内やエコドライブ普及活動に関するブース等への掲出 

   (4) エコドライブに関する普及啓発媒体への使用 

 

（使用申込及び報告） 

  第４条 使用者は使用申請書（様式第１号）を推進会議に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

２ 推進会議は使用申請を承認したときは使用承認書（様式第２号）をもって通知する。 

３ 推進会議は使用者に対してエコドライブマークの使用状況について報告を求めることがで

きる。 

 

（使用料） 

第５条 エコドライブマークの使用料は無料である。 

 

（使用制限） 

  第６条 使用者が、エコドライブマークを商標、意匠等に相当するものとして使用はできない。 

  ２ 使用者は使用規定により定められた用途以外に使用してはならない。また推進会議は必要

に応じて使用者に対してエコドライブマークの使用中止を求めることができる。 

 

 



附 則 
この規定は、令和元年 5月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  年  月  日 

（様式第１号） 

 

エ コ ド ラ イ ブ マ ー ク 使 用 申 請 書  

 

大阪府自動車環境対策推進会議 様 

 

（申請者） 

住 所 

名 称 

代表者 

           （押印省略） 

 

エコドライブマークの使用規定により、次のとおり使用申請します。 

 

 

記 

 

 

使用用途 

あてはまる番号に○をしてください。 

１ パンフレット、リーフレット等の広報物や名刺等の紙媒体への掲載 

２ ウェブサイトへの掲載 

（ＵＲＬ：                           ） 

３ 社内やエコドライブ普及活動に関するブース等への掲出 

４ エコドライブに関する普及啓発媒体への使用 

（作成物：                             ） 

ご担当者 

（ご担当者名） 

（連絡先） 

 住所： 

電話番号： 

メールアドレス： 

誓約事項 

ご同意いただけましたら、下記項目にチェックをお願いします。 

☐エコドライブマーク使用規定に従います。 

☐エコドライブマークを商標、意匠等に使用しません。 

 

 

別紙１ 



（様式第２号） 

大自環推     号 

   年 月 日 

 

エ コ ド ラ イ ブ マ ー ク 使 用 承 認 書 

 

 様 

 

大阪自動車環境対策推進会議 

 

 

  年  月  日付けで提出のあったエコドライブマーク使用申請について、下記のとおり

承認します。 

 

記 

 

 

使用用途 

１ パンフレット、リーフレット等の広報物や名刺等の紙媒体への掲載 

２ ウェブサイトへの掲載 

（ＵＲＬ：                           ） 

３ 社内やエコドライブ普及活動に関するブース等への掲出 

４ エコドライブに関する普及啓発媒体への使用 

（作成物：                             ） 

申請者 

住 所 

名 称 

（ご担当者名） 

（連絡先）電話番号： 

メールアドレス： 

備考 
エコドライブマーク使用規定に従うこと。 

エコドライブマークを商標、意匠等に使用しないこと。 

 

 


